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貿易物流のシームレス化に関する一考察

西 道彦＊

はじめに

日本企業の東アジアでの国際化が進む中で、

国際流通・物流の効率化は日系企業にとっても

外資系企業にとっても重要な課題となってい

る。そこで本研究では、日中韓３国間の物流シー

ムレス化を目指すわが国の貿易手続改革の取組

み、日中韓国の３ヶ国における物流資材のリ

ターナブル化の取組み、グローバル SCMへの

電子タグ活用の取組みを考察し、それらの国際

流通・物流業務効率化の実現可能性および課題

を明らかにすることにある。

�．国際物流シームレス化

１．日中韓３国間の物流シームレス化と貿易

手続改革プログラム

貿易手続改革改訂プログラムで、日本、中国、

韓国の、いわゆる日中韓３国間の物流シームレ

ス化について、EU、NAFTA並みのシームレス

で迅速な物流実現に向けて３ヶ国間におけるシ

ングルウィンドウなどのシステム連携、電子タ

グ導入と国際標準化、シャシーの相互通行に関

する調査、AEO制度の相互の認証協議推進が

盛り込まれた１）。

特に関係の深い日中韓３国間の物流シームレ

ス化を重要な課題と位置づけ、積極的な対応を

図ることになった。中国における貿易手続につ

いては、品目分類細則等の策定、加工貿易手冊

の電子化、日本農産物等の輸入解禁品目拡大、

検疫手続等の課題解決への取組等改革を働きか

けることになっている。

経済産業省『平成１９年度アジア産業基盤強化

等事業報告書（中国における物流インフラ・シ

ステムに関する調査）』２）に拠れば、関税分類に

関して、中国では関税分類コード体系は HS

コードが導入されており、上６桁は世界共通で

あるが、日本の分類コードは１０桁となってお

り、中国の分類コードは８～１０桁と異なってい

る。関税分類数も日本より中国がはるかに多い

品目数になっており、より細分化されている。

また問題点として関税分類の解釈は地方税関ご

とに異なり、実効的な事前教示制度もないため

に輸出入時手続の遅延の要因となっていた。

また中国の貿易では、関税・増値税等の免

税、輸入許可証の取得免除等の優遇措置を受け

られる加工貿易（主要方式は進料加工・来料加

工）３）が活用されており、加工貿易の管理は加

工貿易登記手冊によって行われている。そこで

企業は税関へ届出により加工貿易手冊を取得す

る必要がある。しかしながら加工貿易手冊は、

原則として１契約１手冊のために多数の手冊の

管理が必要となる加工企業も多く、管理業務が

煩雑になっていた。そのため加工貿易手冊の電

＊長崎県立大学経済学部教授

長崎県立大学東アジア研究所『東アジア評論』第３号（２０１１．３）

－８９－



子化が急務であり、加工貿易電子手冊方式の普

及が課題となっていた。

さらに日本から中国へ輸出可能な農産物は、

りんご、なし、米等に限られており、輸出可能

な農産物の少なさが問題となっている。さらに

中国側の検疫制度の問題点として果物や乳製品

について、検疫許可証や衛生証書など許可手続

が煩雑で時間がかかるなどが指摘されていた。

また物流基盤の整備に関しては、�物流現場

従事者や監督人材のサービスレベルの向上に向

け、物流人材資格の標準化等を進める。�パレッ

ト等の物流資材の標準化と電子タグ活用による

リターナブル化を進める。�４０フィートの国際

標準コンテナを積載した車両が、港湾等と大規

模物流拠点間を支障なく通行可能な道路整備を

推進し、４０フィート・４５フィートのコンテナの国

内輸送については、需要に応じて輸送のあり方

について検討する。�日中韓のような近距離の

国際物流において利用が増加しつつある多頻度・

小ロット輸送に適した１２フィートコンテナにつ

いても、その効果的な利用方策の研究を中韓両

国の当局と連携して推進することになっている。

現在のグローバル SCMにおいては、通関手

続の迅速化による本船入港から貨物の引取りま

でのリードタイムの短縮と、トラッキング情報

の把握を通じた荷役・貨物引取のタイミングの

正確性が重要である。わが国のシングルウィン

ドウなどのシステム連携などの貿易手続改革の

取組みは、物流業務の効率化を実現するものと

期待される。

改訂版貿易手続改革プログラムでは、２００８年

１０月に次世代シングルウィンドウ（府省共通

ポータル）の稼動と NACCSと港湾 EDIの統合

を行うとともに、その他の関係省庁システムに

ついても順次システム統合を行うこととすると

されていた。これを受けて２００８年１０月から荷主

との直接接続を認めたシステム更改 Sea-

NACCSが導入されたのを契機に、自社通関が

可能となった。この自社通関とは、輸出入を行

おうとする荷主が、自ら輸出入をしようとする

貨物の通関手続きを、通関業者に委託すること

なく、自ら通関手続きを行うことを言う。これ

によって荷主は自社通関に移行することで、従

来通関業者に支払っていた費用が不要となるこ

とから、コスト削減を図ることができる。

この自社通関は、特定輸出申告制度、特定保

税承認制度など、AEO制度により様々な通関

手続きの特例措置を認めていることと関連して

いる。わが国の場合、AEO制度と税関手続は

直接に関係している。わが国は基本的には保税

地域に貨物を搬入しなければ、輸出申告ができ

ないが、AEOは除くことになっている。この

ように認定を受けた特定輸出者のみが、自社施

設での申告・許可が可能となっている。

一方、中国では関税法に基づく企業の分類管

理レベルによって、AA類と A類企業には簡便

な通関手続きが行われており、B類には通常の

管理規則が適用されている。C類と D類には

厳格な管理規則が適用されることになってい

る。自社施設での申告・許可の制度はなく、貨

物は保税地域に搬入しなければ輸出申告はでき

ないことになっている４）。

今後、日中韓３国間で AEOが相互認証を締

結されることが期待される。３ヶ国間で相互認

証された場合、輸入国で税関検査が軽減され、

相互にメリットは大きい。ただし税関手続を相

手国で自動的に簡素化してもらうためには、相

手国が税関手続の簡素化制度を有していること

が前提となる。今後日中韓３国間で AEOの相

互認証の協議を推進し、法制度を整備していく

ことが、相互に物流コストの削減に繋がり、リー

ドタイムの短縮を実現することになる。
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わが国の貿易手続改革の取組みは、物流業務

の効率化を実現するものと考えられるが、今後

この貿易手続改革が策定当時の目標が着実に実

現されているか、取組み状況を定期的にチェッ

クしていくことが重要である。さらにそれを踏

まえてグローバル SCMにおける円滑な貿易を

実現するためには利用者の視点に立った追加の

改革の推進が必要とされる。この改革は、単な

る効率化、電子化を図るだけではなく、競争力

強化を目的とした効率化と SCMセキュリティ

確保との両立という観点から、モノを円滑に移

動させるための障壁を取り除き、さまざまな手

続を簡素化し、連係させていかなければならな

い。

２．日中韓リターナブル物流資材の実証実験

日中韓３ヶ国における流通・物流の効率化

は、国際物流関係企業にとっては物流コストの

削減や CO２削減の観点から急務となっている。

経済産業省では、２００７年度から日中韓の物流効

率化に向けた方策として、人材育成、環境物流

への取組み、流通・貿易の円滑化、広域物流網

の整備という４つの観点から検討を行ってい

る。その一環の事業として、国際物流における

パレット等の物流資材のリターナブル化の適用

調査と実証実験が実施されている５）。

現在、パレット等は主に使い捨てされてお

り、資源の無駄な消費やそれに伴う廃棄物の発

生、CO２の排出に繋がっており、環境負荷を増

大している。その対策として�物流資材のリ

ターナブル化（物流資材を繰り返し使用する）と

�物流資材の可視化（所在管理）が求められる。

本実証実験では、物流資材の可視化について

は、パレットに電子タグを貼付けて、企業がい

ま物流資材をどこに、いくつ、保有して、どの

ような状態にあるかを情報共有することを目的

としている。

実証実験の実施項目は、�電子タグをリター

ナブル資材に貼付（配車支援等に活用）、�貸

出・返却時、荷主の入出庫時に電子タグ情報を

読み取り管理、�集荷・回収依頼のリアルタイ

ム把握での配車指示である。

実施場所は、�韓国から中国を回るルートと、

�中国から韓国を回るルートとなっている。

本実証実験により、物流資材をリターナブル

化して３国間輸送を行うことにより、リターナ

ブルパレットの往復輸送に比べて、２０％以上の

CO２排出量削減効果が得られた。この結果は空

パレット輸送の削減が寄与している。ただしこ

の効果をあげる前提として、３ヶ国間を結び付

けることで貨物量がほぼ均衡して、パレットの

空輸送が発生しない場所を選定し、適切な組み

合わせを作ることが必要である。

また本実験によりミルクラン（Milk-Run：巡

回集荷）の導入により３６．６％の CO２排出量削減

効果が得られるとともに、GPSシステムの導

入によりさらに最大３６．２％の削減効果が得られ

ている。

物流資材を電子タグ活用によってリターナブ

ル化するメリットは、�物流資材の輸出入記録

や履歴に関して電子タグに記憶し、管理するこ

とができる。�税関でも電子タグの内容が参照

可能となる。

制度面の課題としては、リターナブルパレッ

トに対する各国税関での取り扱いが異なること

から、手続が煩雑となることが挙げられる。�

日本では、物流資材を同一企業内で繰り返し利

用する場合は、再輸入時に無条件免税をうける

ために、輸出時のインボイス、申告書類等にお

いて、物流資材の存在を明記して申告する必要

がある。パレットに限らず、缶、瓶、樽、容器

などを繰り返して輸入する場合には、関税定率
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法第１４条（無条件免税）第１項第１１号の規定に

より、関税定率法基本通達１４～１６（再輸入する

容器の無条件免税）の手続を行うことによっ

て、輸入時における関税免除の恩典を受けるこ

とが可能となっている。�韓国での取り扱い

は、日本と同様となっている。�中国では、物

流資材を同一企業内で繰り返し利用する場合

は、加工貿易手冊への記入、あるいは暫時輸出

入制度等の利用が妥当とされている。ただし同

一企業ではなく、複数の企業間で共有して使い

回すことについては現行では適用不可となって

いる。（本実験では中国では輸送が完了して利

用したパレットについては別の企業の輸送に流

用できないことから、代わりのパレットを提供

することによって実証実験を継続した。その場

合電子タグも代替となるタグを再貼付する必要

がある。）

このように日本・中国・韓国の３ヶ国におい

て、物流資材のリターナブル化は、各国での通

関時のリターナブルパレットに対する扱いに違

いがあるために、実用化にむけては問題点が明

らかとなっている。

制度上の問題は残されているが、今後の方向

性としてリターナブルパレットの材質にも拠る

が、合成樹脂等を原料として再利用可能なもの

で反復使用すれば、木製のパレットと比べて材

木等の資源の節約と焼却の環境に与える悪影響

を防ぐことができる６）。

このようなリバース・ロジィスティクスの観

点からの取組みである物流資材のリターナブル

化は、環境配慮型社会の実現に向けてますます

重要になってくるものと考えられる。

３．アジア国際通い箱プロジェクト

日本企業の東アジアでの国際化が進む中で、

国際流通・物流の効率化は日系企業にとって重

要な課題となっている。今後の東アジア全体の

物流効率化を考える場合、物流効率化によるコ

スト削減、環境負荷低減、SCMの全体最適を

目指すグリーン物流の考え方が求められる７）。

現在、上述したように国際物流においては、

パレット等の物流資材は、大半が使い捨てられ

ている状況である。

このような中で、CO２排出量削減・コスト削

減の一環としての取組みとして、カシオ計算機

の「アジア国際通い箱プロジェクト」がある８）。

このプロジェクトは、日本、香港、タイの３

ヶ国を結ぶ国際物流に通い箱を導入するもの

で、２００９年４月と５月に実験が行われた。実験

の参加者は、カシオ計算機と日系航空会社、日

系フォワーダーの３者である。国際通い箱は、

プラスチック段ボールが強度別に２種類使用さ

れた。また２層構造のダンボールも試された。

パレットは合板を使用している。

このプロジェクトの物流フローは、次の通り

である。�成田輸出入センターから香港倉庫向

けにデジタルカメラ用の部品を輸出する。華南

地域にはベンダーが集積しており、華南工場用

の部品である。�ベンダーから調達したタイ工

場用時計部品などをタイ工場に輸送する。�タ

イから日本へは時計の完成品や他の部品を出荷

する。�日本の関西空港に到着後に、鈴鹿配送

センター（三重県鈴鹿市）に搬入する。�鈴鹿

配送センターからは、首都圏向けの国内流通で

国際通い箱を利用し、成田の輸出入センターに

戻す。

前節で述べたように、このアジア国際通い箱

は、日本に輸入される場合は、関税定率法第１４

条（無条件免税）第１項第１１号の規定により、

関税定率法基本通達１４～１６（再輸入する容器の

無条件免税）の手続を行うことによって、輸入

時における関税免除の恩典を受けることが可能
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となっている。

�．グローバル SCMの可視化

１．米国版国際海上貨物追跡システム

米国では、２００１年の同時多発テロ以降、国土

安全保障省（DHS：Department of Homeland）

が設置され、テロの危険性がある物資の米国内

への流入を阻止するためのさまざまな取組みが

行われている。

その取組みの一環として２００６年に米国 DHS

を開発主体とした最初の国際海上貨物追跡シス

テムたるMATTS（Marine Asset Tag Tracking Sys-

tem）の研究開発が始まった９）。

米国の i-Control Inc.（本社：カリフォルニア

州サンタクララ）は、米国 DHSの委託を受け、

米国に入る海上コンテナに GPS（Global Posi-

tioning System）の付いた電子タグ（ICタグ）

を取り付け、位置情報やドアの開閉などを含め

たセキュリティ情報をリアルタイムでモニター

できる可視化システムMATTSの開発を進めて

いる。日本の双日株式会社は、この米国 i-Control

Inc.に出資して、日本側の総代理店として国際

物流の可視化実験をサポートし、海上・陸上一

貫物流セキュリティ、物流可視化事業に進出し

ている。また本システムの可視化技術やトレー

ス（追跡）技術を応用して広域を移動する車両

等の動体資産管理のソリューション事業を展開

している。

２００７年に１回目のMATTSの国際実験が行わ

れた。２００７年度は基礎的な輸送の実証実験であ

り、１００個のコンテナに電子タグを取り付け、横

浜港からロサンゼルス経由シカゴ近郊までの海

上・陸上一貫輸送を管理する技術を検証した。

２００８年度の実証実験では、グローバル SCM

への適用をより重視して、日本国内から米国内

陸部工場まで Door to Doorの追跡実験、さらに

荷主、フォワーダーおよび荷受人を参加者とし

て、SCMの視点からの有効性を確認すること

が目的であった。実証実験は２００９年６月末に成

功裏に終了した。

現在、開発・実証実験段階から実用化に向け

た検討が行われているが、MATTSが実用化段

階に入った場合には、MATTSを導入した貿易

関連事業者に対して通関手続きの優遇措置を与

える AEO（認可事業者）制度が導入される可

能性が考えられる。

２．日本版 SCMの可視化

経済産業省は、電子タグの利用の普及・拡大

に向けて、平成１８年度「電子タグを活用した流

通・物流の効率化実証実験」を実施した１０）。本

実証実験は、電子タグの実導入に積極的な家

電、アパレル、コンビニエンスストア、総合スー

パー、百貨店、出版の６つの業界と SCM全過

程を通じた業務効率化等を総合的に評価し、実

用化に向けた課題を明らかにするとともに解決

策を探ることにあった。とくに本節では比較的

に国際標準化の取組みが進んでいる家電業界、

アパレル業界、百貨店業界を取り上げる。

またこの電子タグの実証実験は、次世代 SCM

たる CPFRの基盤研究になるものであり、従来

の SCMによる企業間の過去、現在の情報（購

買履歴・在庫情報等）の共有に加えて、精度の

高い需要予測、販売計画、商品情報などの未来

情報の共有化に繋げていこうとする試みである

と考えられる。

家電業界の実験では、参加企業は、量販店が

ビックカメラ、ヨドバシカメラ、エディオン、

ヤマダ電機の４社、ソリューションベンダーは

日立製作所、日立コンシューマ・マーケティン

グ、日本ユニシス、東京リース、みずほ情報総
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研等である。実験の事業概要は、製造段階から

電子タグを貼付して、メーカー→卸売→小売→

消費者→修理→リサイクル→廃棄のフローのな

かで、個々の製品のトレーサビリティを業者間

で共有することを想定して、製品のライフサイ

クル管理における静脈流での業務効率化（保

守・修理）や、小売店舗での商品在庫管理の効

率化（在庫管理）を検証する。さらに金融機関

との連携による ABF（動産担保融資）での電

子タグ活用方策と情報システム構築を検討する

とともに、部品在庫の変動の外部モニタリング

について検証する。

保守・修理に関しては、実証実験は２００７年１

月１５日から２月８日の期間に実施された。実施

量販店は、ビッグカメラ有楽町店、ヨドバシカ

メラ新宿西口本店、エイデン本店（エディオン）

で、電子タグ貼付対象はプラズマテレビ、DVD

レコーダー、内臓 HDD約１３０台であった。家

電製品をメーカーより出荷し、量販店で販売さ

れた後、故障が発生したという前提で消費者は

修理依頼を行った。今回の実験は、保証書の裏

面に電子タグを貼付して行ったが、将来は製品

本体に貼付予定である。店舗での修理受付から

保守事業者での修理業務、また消費者への修理

完了品の受渡しまで、家電製品の修理業務に関

する電子タグの適用性について検討している。

保守・修理の実験領域での実験結果ついて

は、�不良発生時における対象商品発見および

回収作業の効率化が認められた。具体的には回

収コスト５００万円削減、発見時間５０％削減の効

果があった。電子タグを利用することによっ

て、不良品が発生した製造工程におけるロット

単位の把握、当該製品が流通地域や店舗の特定

が可能となる。結果的に上記の回収コストの大

幅な削減が達成されることになる。�保証有効

期限の明確化が認められた。�出張修理時の修

理履歴照会、記録登録時間短縮が認められた。

具体的には履歴照会６１％短縮、記録登録４７％短

縮の効果があった。�修理完了品入庫連絡に関

する作業時間の短縮が認められた。具体的には

最大週６０時間の短縮、迅速な連絡、連絡漏れ防

止の効果があった。進捗状況問い合わせ回答時

間の短縮が認められた。具体的には、最大半日

程度の短縮効果があり、大幅に改善された。

また在庫管理に関して、量販店舗での在庫管

理の高度化を検証するために、２００７年１月２６日

から２月４日の期間に実証実験が行われた。実

施量販店はヤマダ電機新座店で、電子タグは炊

飯ジャー、DVDレコーダー、デジタルオーディ

オプレイヤー約３０００個に貼付された。具体的に

は DVDレコーダーなどの大型商品の在庫は店

舗の倉庫に、炊飯ジャー等の中型商品は倉庫お

よび店舗棚の下に、デジタルオーディオプレ

ヤー等の小型商品は店頭ラックと、在庫管理の

場所・方法が異なっている。量販店物流セン

ターにおいて実験店舗へ納品する上記の対象商

品に電子タグを貼付して、出荷、量販店入荷、

倉庫、店頭、販売までの商品在庫場所のリアル

タイム管理について検証が行われた。

店舗在庫・ロケーション管理の実験領域での

実験結果においては、�店舗における接客時間

の増大が認められた。具体的には最大２８％の増

加の効果があった。�品出し業務の効率化が認

められた。具体的には担当者以外の品出しも可

能となった。�在庫管理精度の向上が認められ

た。具体的には在庫誤差率０％を達成した。在

庫管理では製品ごとに異なる保管ロケーション

を管理できるモデルを提示できるようになっ

た。このため家電量販店店舗における電子タグ

の活用方法がより明確になった。�検品作業時

間が短縮された。具体的には検品作業時間５０％

短縮効果があった。
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アパレル業界の実験では、参加企業は、メー

カーがフランドル、三景で、ソリューションベ

ンダーが凸版印刷、富士通総研、東芝テック、

テックエンジニアリング、商社からは住金物産

となっており、実験実施店舗はベスト・リップ

渋谷路面店であった。実証実験期間は、２００７年

１月３１日から２月２８日で、実施主体は住金物産

�、�フランドルとなっている。電子タグは、

レディス衣料および取り扱い雑貨（約２５０００

枚）、ケース（５００枚）に貼付された。

アパレル業界の実験の事業概要は、中国の縫

製工場→物流センター→店舗において関連する

事業者が、川上から川中、川下まで国境を越え

て一気通貫で、SCM上で電子タグを利用する

というものであった。生産から販売までの各段

階における個品レベルの精度での在庫の可視化

の実現、在庫を個品レベルで適時把握すること

により、店頭における品切れ、サイズ切れの防

止等による顧客満足の向上、的確な消費者需要

予測に基づく発注の最適化、生産活動の適正化

を検証するのが目的である。

アパレル業界の実証実験の結果は、２つの実

験領域に分かれて報告されている。SCM全体

の効率化では、�SCM上でのリアルタイムな

商品ステータス情報の共有が認められた。�庫

内物流業務の効率化が認められた。具体的に

は、非接触、複数同時読み取りによる作業効率

化、精度向上の実現である。�帳票、伝票作成

業務効率化が認められた。具体的には電子タグ

によって読み取った情報をシステム登録すると

共に、業務上必要な帳票、伝票を自動的に発行

することにより、重複した入力関連作業を削減

する効果があった。結果として SCM全体での

作業時間の６５．９％の削減が達成された。

店舗業務の効率化では、�入荷検品業務の効

率化が認められた。具体的には作業時間の９８％

の削減の効果があった。�棚卸業務の効率化が

認められた。具体的には作業時間の８５％の削減

の効果があった。�会計業務の効率化が認めら

れた。具体的には複数同時読み取りによる会計

処理の迅速化である。�接客販売時間の最大化

が認められた。具体的には電子タグ活用による

付帯業務の処理時間短縮の効果があった。�店

員の労働環境の向上が認められた。具体的には

棚卸等の業務の軽減により、士気・意欲向上の

効果があった。

百貨店業界の実証実験では、参加企業は、三

越、高島屋、阪急百貨店、小田急百貨店、京王

百貨店、東急百貨店、井筒屋、日本百貨店協会、

資生堂等で、ソースタギングを前提とする SCM

高度化と電子タグ利用商材・利用シーンの拡大

に取り組んだ。利用企業拡大については婦人靴

の電子タグ利用を推進するために共通基盤の構

築検証を実施している。商材拡大については化

粧品を対象とした店舗店頭における電子タグ活

用による顧客満足度等の検証を行った。

百貨店業界の実験結果は、ソースタギング活

用に関しては検品や在庫確認作業の効率化が確

認された。共同利用型システムの検証ではシス

テム導入時の作業コストが削減できることが確

認され、化粧品の実験においては電子タグと電

子カルテの組み合わせによる質の高い接客の実

現が達成され、新しい顧客層の取り込みが可能

であることが判明した。

このように経済産業省の実証実験の成果によ

り、各業界の SCM全体への電子タグの活用が

促進していくものと考えられる。ただ今回の実

験で課題も明らかになった。とくに�SCMに

おける電子タグ活用の際の関係者間のコスト負

担・利益分配のあり方、�電子タグやリーダラ

イター等の機器の選択肢の不足、使用用途の課

題、�電子タグを使用する際のセキュリティ確
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保、プライバシー保護の問題が指摘されている。

おわりに

グローバル SCMにおいては、通関手続の迅

速化による本船入港から貨物の引取りまでの

リードタイムの短縮と、トラッキング情報の把

握を通じた荷役・貨物引取のタイミングの正確

性が重要であるが、わが国の一連の貿易手続改

革の取組みは、考察の結果グローバル SCM上

の物流業務の効率化を実現するものと考えられ

る。ただこの改革は、単なる効率化、電子化を

図るだけではなく、競争力強化を目的とした効

率化と SCMセキュリティ確保との両立という

観点から、モノを円滑に移動させるための障壁

を取り除き、さまざまな手続を簡素化し、連係

させていかなければならないであろう。

また物流資材を電子タグ活用によってリター

ナブル化するメリットは、物流資材の輸出入記

録や履歴に関して電子タグに記憶し、管理する

ことができる点や、税関でも電子タグの内容が

参照可能となる点を指摘できるが、一方制度面

の課題としては、リターナブルパレットに対す

る各国税関での取り扱いが異なることから、手

続が煩雑となることが明らかとなった。

また川上から川中、川下まで国境を越えて一

気通貫で、SCM上で電子タグを利用するとい

う試みは、生産から販売までの各段階における

個品レベルの精度での在庫の可視化の実現、在

庫を個品レベルで適時把握できることが分かっ

た。ただ課題として、SCMにおける電子タグ

活用の際の関係者間のコスト負担・利益分配の

あり方や、電子タグやリーダライター等の機器

の選択肢の不足・使用用途の課題、さらに電子

タグを使用する際のセキュリティ確保、プライ

バシー保護の問題が明らかとなった。

しかしながら日本企業の東アジアでの国際化

が進む中で、国際流通・物流の効率化は、グロー

バル SCMの展開において急務であり、電子タ

グを活用した物流の可視化による国際貿易サプ

ライチェーンの構築が社会的要請となってくる

ものと考えられる。

［付記］本稿は、平成２１～２２年度長崎県立大学

学長裁量教育研究費の助成によるもの

である。
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